
【評価基準表】 

 評価項目 評価の着眼点 配点

 会社概要・実績（１５点満点）

 財務状況 ・業務を安定して継続・遂行できる、健全な財務基盤を有しているか。 ５

 
類似業務の 

受託実績

・地域クラブ活動やスポーツ・文化活動の運営等、本事業に類似する業務の豊富

な受託実績があるか。 

・過去の実績から得た専門的なノウハウが本業務に活かせるか。

５

 
個人情報 

保護対策

・プライバシーマークや ISMS 等の客観的な認証を取得しているか。 

・児童生徒や保護者等の機微な個人情報を扱うにあたり、厳格な情報漏洩防止

策と職員教育体制が構築されているか。

５

 業務理解・計画（１５点満点）

 地域クラブ

活動運営の

理解と基本

方針

・本市における地域クラブ活動移行の目的、背景、抱えている課題を深く理解し

ているか。 

・課題解決に向けたアプローチや基本方針が的確かつ妥当であるか。

５

 スケジュー

ルとリスク

対応

・契約締結から移行準備、運営開始までのスケジュールが具体的かつ現実的か。 

・運営上想定されるリスク（指導者不足、参加者減少等）の洗い出しと、その対

応策が妥当か。

５

 受託終了時

の業務引継

・契約終了時において、市や次期受託者へ滞りなくデータや業務手順を引き継

ぐための具体的な計画が示されているか。
５

 連絡・苦情対応・収納管理（２０点満点）

 連絡体制、

問 い 合 わ

せ・苦情対

応

・参加者、保護者、指導者との間で、迅速かつ確実な情報伝達（欠席連絡、スケ

ジュール共有等）ができる体制が構築されているか。 

・トラブルや苦情、問い合わせに対する窓口が明確であり、市への報告も含め、

迅速・丁寧・誠実に対応する仕組みがあるか。

１０

 

公金収納業

務の確実性

・参加費等の徴収業務において、正確かつ透明性の高いフローが構築されてい

るか。 

・未納者への督促対応や、減免対象者の管理プロセスが明確に示されているか。 

・定期的な市への報告や監査対応等、法令を遵守した厳格な管理体制か。

１０

 指導者・安全管理（２０点満点）

 

指導者 

管理体制

・質の高い指導者を継続的に募集・確保し、育成するための具体的な方策がある

か。 

・適正な指導者配置、労働関係法令を遵守した勤怠管理、適正かつ期日通りの報

酬支払体制が整っているか。

１０

 

安全管理体

制

・活動中の事故や熱中症等の未然防止策（ガイドラインの遵守等）が具体的か。 

・緊急事態（事故、災害）発生時の連絡・救護体制（フローチャート等）が明確

か。 

・必要な損害賠償責任保険等へ適切に加入する計画となっているか。

１０

 業務実施体制（１０点満点）

 業務実施体

制

・業務を円滑に遂行するための人員配置（統括責任者の配置等）、役割分担、責

任の所在が明確か。 
１０



 
ア　価格の評価点数（以下「価格点」という。）以下の計算により算出する。 

　　価格点＝配点（満点の 10 点）×（最低見積価格※１÷見積価格※２） 

　　　※１…全提案者中最も低い見積価格　※２…当該提案者の見積価格 

　　最低見積価格者の価格点は満点となり、その他の者は計算結果に従い、見積価格に応じ

た価格点となる。（小数点以下切り捨て） 

イ　審査委員の評価項目ごとの評価点数の合計点を算出し、全審査委員の合計点をもって、

企画提案者ごとの評価点数を決定する。

評価項目 評価の着眼点 配点

 ・担当者不在時や指導者の急な欠員時等におけるバックアップ体制が整備され

ているか。

 独自提案（１０点満点）

 

独自提案

・仕様書の要求水準を満たすだけでなく、本市の課題解決、市民（児童生徒・保

護者）の利便性向上、指導者の負担軽減等に寄与する有益な提案があるか。 

・実現可能性が高く、費用対効果に優れた独自の付加価値となっているか。

１０

 価格（１０点満点）

 

見積額、積

算内容

※価格点は所定の計算式（最低見積価格÷当該見積価格×配点）により算出す

る。 

・（定性確認として）積算根拠が明確であり、極端なダンピング等、業務遂行に

支障をきたす不自然な見積りとなっていないか。

１０

 社会的価値の実現に資する取組（８点満点）

 

女性の活躍

促進に関す

る取組

愛知県が実施する女性の活躍に係る認証等の取得 

・「女性の活躍促進宣言」提出 

・「あいち女性輝きカンパニー」認証
いずれかにおいて提出し

ている又は認証若しくは

認定されている。

２

 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律

に基づく厚生労働大臣の認定の取得 

・「えるぼし」等認定

 

ワーク・ラ

イフ・バラ

ンスの推進

・「愛知県ファミリー・フレンドリー企業」登録

いずれかにおいて登録又

は認定されている。
２  次世代育成支援対策推進法に基づく厚生労働大臣

の認定の取得 

・「くるみん」等認定

 
環境マネジ

メントシス

テムの導入

・ＩＳＯ１４００１の認証

いずれかにおいて認証さ

れている。
２

 ・エコアクション２１の認証

 ・ＫＥＳの認証

 ・エコステージの認証

 障がい者等

雇用に関す

る取組

障害者雇用促進法に基づく法定雇用率の達成
達成又は登録している。 ２

 保護観察所への協力雇用主としての登録

 合計 １０８


